
介護保険法施行規則
（平成十一年三月三十一日厚生省令第三十六号）
最終改正年月日:平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）、介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）及
び介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）の規定に基づき、介護保険法施行規則を次
のように定める。

　第一章　総則（第一条―第二十二条）
　第二章　被保険者（第二十三条―第三十三条）
　第三章　保険給付
　　第一節　通則（第三十四条）
　　第二節　認定（第三十五条―第六十条）
　　第三節　介護給付（第六十一条―第八十三条の四）
　　第四節　予防給付（第八十四条―第九十七条の二）
　　第五節　保険給付の制限等（第九十八条―第百十三条）
　第四章　事業者及び施設（第百十四条―第百四十条）
　第五章　保険料等（第百四十一条―第百五十九条）
　第六章　国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務（第百六十条）
　第七章　介護給付費審査委員会（第百六十一条―第百六十五条）
　第八章　雑則（第百六十五条の二―第百六十五条の四）
　第九章　施行法の経過措置等に関する規定（第百六十六条―第百八十一条）
　附則

第一章　総則

（保険事業勘定及び介護サービス事業勘定）
第一条
　保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払
基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越
金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出
金、相互財政安定化事業負担金、保健福祉事業費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金
その他の諸費をもってその歳出とする。
２　介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国
庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもっ
てその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その
他の諸費をもってその歳出とする。

（要介護状態の継続見込期間）
第二条
　介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）第七条第一項の厚生労働省令で
定める期間は、六月間とする。

（要支援状態の継続見込期間）
第三条
　法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。

（法第七条第六項の厚生労働省令で定める施設）
第四条
　法第七条第六項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三
号）第二十条の六に規定する軽費老人ホーム（以下「軽費老人ホーム」という。）及び同法第二十九
条第一項に規定する有料老人ホーム（以下「有料老人ホーム」という。）とする。

（法第七条第六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話）
第五条
　法第七条第六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介
護、調理、洗濯、掃除等の家事（居宅要介護者等（同項に規定する居宅要介護者等をいう。以下同
じ。）が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者
が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者等の日常生活上必要なものとする。）、生活
等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話とする。



（法第七条第八項の厚生労働省令で定める基準）
第六条
　法第七条第八項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師
又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

（法第七条第八項の厚生労働省令で定める者）
第七条
　法第七条第八項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士及び作業療法
士とする。

（法第七条第九項の厚生労働省令で定める基準）
第八条
　法第七条第九項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の
機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的
管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

（法第七条第十項の厚生労働省令で定める者）
第九条
　法第七条第十項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理
指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。）及び
管理栄養士とする。

（法第七条第十項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導）
第九条の二
　法第七条第十項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師によ
り行われるものは、居宅要介護者等の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は
歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者（法第四十六条第一項に規定す
る指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）その他の事業者に対する居宅サービス計画の策
定等に必要な情報提供（当該居宅要介護者等の同意を得て行うものに限る。）並びに当該居宅要
介護者等又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等について
の指導及び助言とする。
２　法第七条第十項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われる
ものは、居宅要介護者等の居宅において、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては、
医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画）に基づいて実施される薬学
的な管理及び指導とする。
３　法第七条第十項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行
われるものは、居宅要介護者等の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師
の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床
義歯の清掃に関する指導とする。
４　法第七条第十項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行
われるものは、居宅要介護者等の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行ってい
る医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。

（法第七条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話）
第十条
　法第七条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴及び食事の提供（これ
らに伴う介護を含む。）、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者
等に必要な日常生活上の世話とする。

（法第七条第十二項の厚生労働省令で定める基準）
第十一条
　法第七条第十二項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施
設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施さ
れる計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要
することとする。

（法第七条第十二項の厚生労働省令で定める施設）
第十二条
　法第七条第十二項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び診療所とす
る。



（法第七条第十四項の厚生労働省令で定める居宅要介護者等）
第十三条
　法第七条第十四項の厚生労働省令で定める居宅要介護者等は、病状が安定期にあり、次条に
規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要
な医療を要する居宅要介護者等とする。

（法第七条第十四項の厚生労働省令で定める施設）
第十四条
　法第七条第十四項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一　介護老人保健施設
二　介護療養型医療施設
三　医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する
病院若しくは診療所又は介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。）第四
条第二項に規定する病床を有する病院（前号に掲げるものを除く。）

（法第七条第十六項の厚生労働省令で定める施設）
第十五条
　法第七条第十六項の厚生労働省令で定める施設は、軽費老人ホームとする。

（法第七条第十六項の厚生労働省令で定める事項）
第十六条
　法第七条第十六項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者等の健康上及び生活上の問
題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する
上での留意事項とする。

（法第七条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話）
第十七条
　法第七条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介
護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入所している要介護
者等に必要な日常生活上の世話とする。

（法第七条第十八項の厚生労働省令で定める事項）
第十八条
　法第七条第十八項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者等及びその家族の生活
に対する意向、当該居宅要介護者等の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点
及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等（同項に規定する指定居宅サービス等をい
う。以下この条において同じ。）の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日
時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受ける
ために居宅要介護者等が負担しなければならない費用の額とする。

（法第七条第二十項の厚生労働省令で定める事項）
第十九条
　法第七条第二十項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対す
る意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき
課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上で
の留意事項とする。

（法第七条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護者）
第二十条
　法第七条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保
健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する
要介護者とする。

（令第四条第一項の厚生労働省令で定める基準）
第二十一条
　令第四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び
運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十一号）に規定する基準とする。

（法第七条第二十三項の厚生労働省令で定める要介護者）
第二十二条
　法第七条第二十三項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護療養型



医療施設において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能
訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。

第二章　被保険者

（資格取得の届出等）
第二十三条
　市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第
一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者（法第九条第一号
に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。）の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げ
る事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一　氏名、性別、生年月日、現住所及び従前の住所
二　資格取得の年月日及びその理由
三　世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年
月日並びに世帯主との続柄

第二十四条
　法第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険
加入者でないものが、法第十条第四号に該当するに至った場合とする。
２　前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項（同条第一
号に規定する従前の住所を除く。）を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
３　日本国籍を有しない者（医療保険加入者に限る。）が、六十五歳に達したときは、十四日以内
に、前条各号に規定する事項（同条第一号に規定する従前の住所を除く。）を記載した届書を市町
村に提出しなければならない。
４　市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認すること
ができるときは、当該届出を省略させることができる。

（介護保険施設に入所中の者に関する届出）
第二十五条
　被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は
同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所をしている介護保険施設から継続して他の介護保
険施設に入所をすることによりそれぞれの介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更（以下
「継続住所変更」という。）したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に
対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
一　被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又
は継続住所変更をした年月日
二　氏名、性別、現住所及び従前の住所
三　入所中の介護保険施設の名称
四　被保険者証の番号
五　世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年
月日並びに世帯主との続柄
２　被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四
日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、
当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により
被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。

（被保険者証の交付）
第二十六条
　市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者（法第九条第二号に規定する被保険者をい
う。以下同じ。）のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの
及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号によ
る被保険者証を交付しなければならない。
２　第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、性
別、生年月日及び住所を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、
当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証（日雇特例被保険者手帳（健康保険印
紙をはり付けるべき余白があるものに限る。）及び被扶養者証を含む。）、組合員証又は加入者証
（以下「医療保険被保険者証等」という。）を提示するものとする。

（被保険者証の再交付及び返還）
第二十七条
　被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ち



に、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならな
い。
一　氏名、性別、生年月日及び住所
二　再交付申請の理由
２　被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を
添えなければならない。
３　被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、
発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。

（被保険者証の検認又は更新）
第二十八条
　市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
２　第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者（以下「被保険者証交付
済被保険者」という。）は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、
遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に市町村に被保険者証を提出して
いる者については、この限りでない。
３　市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、
又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
４　第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保
険者証は、無効とする。

（氏名変更の届出）
第二十九条
　被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次
に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一　変更前及び変更後の氏名
二　被保険者証の番号

（住所変更の届出）
第三十条
　被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以
内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一　氏名　
二　変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三　被保険者証の番号
四　世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び世
帯主との続柄

（世帯変更の届出）
第三十一条
　第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世
帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書
を、市町村に提出しなければならない。
一　氏名　
二　変更の年月日
三　被保険者証の番号
四　変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主
の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄

（資格喪失の届出）
第三十二条
　被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる
事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一　氏名　
二　資格喪失の年月日及びその理由
三　住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
四　被保険者証の番号

（届書の記載事項等）
第三十三条
　第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条から前条までの規定による届書には、届出人の



氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
２　前項に規定する届書（第二十三条及び第二十四条の規定による届書を除く。）には、当該届出
に係る被保険者証を添えなければならない。

第三章　保険給付
第一節　通則

（法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める連合会）
第三十四条
　国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第
五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）であって法第二十一条第三項の厚
生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知
識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会とする。

第二節　認定

（要介護認定の申請等）
第三十五条
　法第二十七条第一項の規定により要介護認定（法第十九条第一項に規定する要介護認定をい
う。以下同じ。）を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を
添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、第二十六条第一項の規
定により被保険者証の交付を受けた第二号被保険者以外の第二号被保険者（以下「被保険者証
未交付第二号被保険者」という。）であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しな
い。
一　氏名、性別、生年月日及び住所
二　現に要支援認定（法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。）を受けている
場合にはその旨及び当該要支援認定に係る第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間
の満了の日
三　主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設
し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の
名称及び所在地
四　第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
２　前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医
療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
３　法第二十七条第一項後段の規定により指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設（以下「指
定居宅介護支援事業者等」という。）が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居
宅介護支援事業者等は、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護
支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の
名称を冠して記名押印しなければならない。
４　市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の
六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十
七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第三十五条第一項の規
定により通知された認定審査会（法第十五条第一項に規定する認定審査会をいう。以下同じ。）の
審査及び判定の結果の通知に基づき法第三十五条第二項の規定により要支援認定を行うとき
は、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申請とみなし、要支援更新
認定を行うものとする。

第三十六条
　法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の申請に係る被保険者の病
状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

第三十七条
　法第二十七条第七項の厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項第一号及び第二号に
掲げる事項並びに同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨と
する。

（要介護認定等の要介護認定有効期間）
第三十八条
　法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間（以下「要介護認定有効期間」という。）は、
第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
一　要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間



二　六月間（市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から
五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間）
２　要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、
同項第二号の期間を要介護認定有効期間とする。

（要介護更新認定の申請期間）
第三十九条
　要介護更新認定（法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。）の申請
は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期
間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合
にあっては、この限りでない。

（要介護更新認定の申請等）
第四十条
　法第二十八条第二項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事
項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一　当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二　当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間
の満了の日（当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該
被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有
効期間の満了の日とする。）
三　当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に
病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるとき
は当該病院又は診療所の名称及び所在地
四　当該申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因であ
る特定疾病の名称
２　前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医
療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
３　第三十五条第三項の規定は、法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請につ
いて準用する。

第四十一条
　第三十六条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条第二項の規定によ
る調査について、第三十七条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条第
七項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第三十七条中
「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十条第一項第一号及び第二号」と読み
替えるものとする。
２　第三十八条の規定は、法第二十八条第六項において同条第一項の規定を準用する場合につ
いて準用する。この場合において、第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」
と、「五月間」とあるのは「二十四月間」と、「期間」とあるのは「期間（十二月間を除く。）」と読み替え
るものとする。

（要介護状態区分の変更の認定の申請等）
第四十二条
　法第二十九条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、
次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一　氏名、性別、生年月日及び住所
二　心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
三　現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日
四　主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設
し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の
名称及び所在地
五　第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
２　前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医
療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
３　第三十五条第三項の規定は、法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認
定の申請について準用する。
４　市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の
六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十
九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第
二項において準用する法第二十七条第八項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び



判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を
法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものと
する。

第四十三条
　第三十六条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定によ
る調査について、第三十七条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第
七項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第三十七条中
「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十二条第一項第一号から第三号まで」
と読み替えるものとする。

（市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続）
第四十四条
　市町村は、法第三十条第一項前段の規定により要介護状態区分の変更の認定を行おうとすると
きは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一　法第三十条第一項前段の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う旨
二　被保険者証を提出する必要がある旨
三　被保険者証の提出先及び提出期限
２　前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定
にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

（法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項前段の厚生労働省令で定める事項）
第四十五条
　法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項前段の厚生労働省令で定める事項
は、法第三十条第一項前段の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状
及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

（法第三十条第二項前段において準用する法第二十七条第七項の厚生労働省令で定める事項）
第四十六条
　法第三十条第二項前段において準用する法第二十七条第七項の厚生労働省令で定める事項
は、次のとおりとする。
一　氏名、性別、生年月日及び住所
二　現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日
三　第二号被保険者である場合にあってはその旨

（要介護認定の取消しを行う場合の手続等）
第四十七条
　市町村は、法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行おうとするときは、次の事
項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一　法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行う旨
二　被保険者証を提出する必要がある旨
三　被保険者証の提出先及び提出期限
２　前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定
にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

第四十八条
　第四十五条の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定によ
る調査について、第四十六条の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十七条第
七項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第四十五条中
「法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは、「法第三十一条第
一項の規定による要介護認定の取消し」と読み替えるものとする。

（要支援認定の申請等）
第四十九条
　法第三十二条第一項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を
記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保
険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付する
ことを要しない。
一　氏名、性別、生年月日及び住所
二　主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設
し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の



名称及び所在地
三　第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態となるおそれがある状態の原因である特
定疾病の名称
２　前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医
療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
３　法第三十二条第一項後段の規定により指定居宅介護支援事業者等が第一項の手続を代わっ
て行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等は、同項に規定する申請書に「提出代行
者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若
しくは指定介護療養型医療施設の名称を冠して記名押印しなければならない。

第五十条
　第三十六条の規定は、法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定によ
る調査について準用する。

第五十一条
　法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号に掲げる事項
及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。

（要支援認定の要支援認定有効期間）
第五十二条
　法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める期間（以下「要支援認定有効期間」という。）は、
第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
一　要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
二　六月間（市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から
五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間）
２　要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、
同項第二号の期間を要支援認定有効期間とする。

（要支援更新認定の申請期間）
第五十三条
　要支援更新認定（法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。）の申請
は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期
間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合
にあっては、この限りでない。

（要支援更新認定の申請等）
第五十四条
　法第三十三条第二項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事
項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一　氏名、性別、生年月日及び住所
二　現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間（当該被保険者が法第三十三条第三
項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援
認定に係る要支援認定有効期間とする。）の満了の日
三　主治の医師があるときは、当該医師の氏名及び当該医師が現に病院若しくは診療所を開設
し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の
名称及び所在地
四　第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態となるおそれがある状態の原因である特
定疾病の名称
２　前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医
療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
３　第四十九条第三項の規定は、法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申請につ
いて準用する。

第五十五条
　第五十条の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用
する法第二十七条第二項の規定による調査について、第五十一条の規定は、法第三十三条第四
項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用す
る。この場合において、第五十一条中「第四十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十四条第一
項第一号」と読み替えるものとする。
２　第五十二条の規定は、法第三十三条第六項において同条第一項の規定を準用する場合につ
いて準用する。この場合において、第五十二条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」



と、「五月間」とあるのは「十一月間」と読み替えるものとする。

（要支援認定の取消しを行う場合の手続等）
第五十六条
　市町村は、法第三十四条第一項前段の規定により要支援認定の取消しを行おうとするときは、次
の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一　法第三十四条第一項前段の規定により要支援認定の取消しを行う旨
二　被保険者証を提出する必要がある旨
三　被保険者証の提出先及び提出期限
２　前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定
にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

第五十七条
　第四十五条の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条第二項において準
用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十四条第
二項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用
する。この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更
の認定」とあるのは「法第三十四条第一項の規定による要支援認定の取消し」と、第四十六条第二
号中「要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間」とあるのは「要支援認定に係
る要支援認定有効期間」と読み替えるものとする。

（要支援認定等の手続の特例）
第五十八条
　市町村は、法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行おうとするときは、次の事項
を記載した文書を被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一　法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行う旨
二　被保険者証を提出する必要がある旨
三　被保険者証の提出先及び提出期限
２　前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定
にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

（介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請）
第五十九条
　法第三十七条第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類の変
更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被
保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一　氏名、性別、生年月日及び住所
二　当該申請を行う理由
三　新たに指定を受けようとする居宅サービス若しくは施設サービスの種類又は現に指定を受けて
いる居宅サービス若しくは施設サービスの種類の記載の消除を求める旨
四　現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間又は要支援認定
を受けている旨及びその要支援認定有効期間
五　主治の医師があるときは、当該医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所を開設若し
くは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその開設若しくは管理又は勤務
する病院又は診療所の名称及び所在地
六　第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態
の原因である特定疾病の名称
２　前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該第二号被保険者は、当該申
請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
３　市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項及び同項の申請に係る被
保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る
被保険者が受けるべき居宅サービス又は施設サービスの種類について審査及び判定を求めるも
のとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第二十七条第六項から第九項
まで（第八項後段を除く。）の規定の例による。

（都道府県介護認定審査会に関する読替え）
第六十条
　法第三十八条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第三
十五条第四項、第三十八条第一項第二号（第四十一条第二項において準用する場合を含む。）、
第四十二条第四項、第五十二条第一項第二号（第五十五条第二項において準用する場合を含
む。）及び前条第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定（第三十五条第四項を除



く。）中「認定審査会」とあるのは「都道府県介護認定審査会」と、同項中「認定審査会（法第十五条
第一項に規定する認定審査会をいう。」とあるのは「都道府県介護認定審査会（法第三十八条第二
項に規定する都道府県介護認定審査会をいう。」とする。

第三節　介護給付

（日常生活に要する費用）
第六十一条
　法第四十一条第一項並びに第四項第一号及び第二号並びに第四十二条第二項の厚生労働省
令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費
用とする。
一　通所介護及び通所リハビリテーション　次に掲げる費用
　　イ　食材料費 
　　ロ　おむつ代 
　　ハ　その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活にお
いても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる
もの 
二　短期入所生活介護及び短期入所療養介護　次に掲げる費用
　　イ　食材料費 
　　ロ　理美容代 
　　ハ　その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生
活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認め
られるもの 
三　痴呆対応型共同生活介護　次に掲げる費用
　　イ　食材料費 
　　ロ　理美容代 
　　ハ　おむつ代 
　　ニ　その他痴呆対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常
必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 
四　特定施設入所者生活介護　次に掲げる費用
　　イ　おむつ代 
　　ロ　その他特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常
必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

（居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等）
第六十二条
　訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、そ
れぞれ第六条、第八条又は第十一条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者（法第
四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。）に係るものと認められるもの
に限り支給するものとする。
２　短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第十三条に規定する居宅要介護被保険者
に係るものと認められるものに限り支給するものとする。

（被保険者証の提示等）
第六十三条
　居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス（法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス
をいう。以下同じ。）を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者（同項に規定する
指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。）に対して被保険者証を提示しなければならない。
２　訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所
療養介護を受けようとする居宅要介護被保険者は、前項の規定により指定居宅サービス事業者に
提示する被保険者証に、健康手帳（老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）第十三条に規定す
る健康手帳をいう。以下同じ。）を添えなければならない。ただし、健康手帳を有しない者について
は、この限りでない。

（居宅介護サービス費の代理受領の要件）
第六十四条
　法第四十一条第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一　指定居宅サービス（居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活
介護を除く。）を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
　　イ　当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受け
ることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定



居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。 
　　ロ　当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援（法第四十七条第一項第一号に規定
する基準該当居宅介護支援をいう。以下この条において同じ。）を受けることにつきあらかじめ市町
村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居
宅サービス計画の対象となっているとき。 
　　ハ　当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係
る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。 
二　居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護（有料老人ホー
ムに係るものを除く。）を受けるとき。
三　特定施設入所者生活介護（有料老人ホームに係るものに限る。以下この号において同じ。）を
受ける場合にあっては、特定施設入所者生活介護を行う者から市町村（法第四十一条第十項の規
定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、
当該国民健康保険団体連合会とする。）に対し、入所者である居宅要介護被保険者に代わり居宅
介護サービス費の支払を受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその
者の氏名等が記載された書類が提出されているとき。

（領収証）
第六十五条
　指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証
に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第四
項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が
現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要し
た費用の額とする。）に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額
についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

（居宅サービス区分）
第六十六条
　法第四十三条第一項に規定する居宅サービス区分は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪
問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護
及び福祉用具貸与からなる区分とする。

（居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間）
第六十七条
　法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する
月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。

（居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等）
第六十八条
　要介護認定に係る要介護状態区分が変更された場合における当該月の法第四十三条第一項の
規定により算定する額は、当該月において最も介護の必要の程度が高い要介護状態区分に応じ
た居宅介護サービス費区分支給限度基準額（同条第二項に規定する居宅介護サービス費区分支
給限度基準額をいう。以下同じ。）とする。
２　要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の法第四十三
条第一項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護
サービス費区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する居宅サービス費の額
の総額及び特例居宅サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において
支給されるべき居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費は、当該月において居宅介護
サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給されるものとみなす。
３　法第四十三条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該額から別に厚生労働大
臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。

（居宅介護サービス費種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類）
第六十九条
　法第四十三条第四項に規定する居宅サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介
護及び福祉用具貸与とする。
２　法第四十三条第四項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属す
る月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
３　前条第一項及び第二項の規定は法第四十三条第四項の規定により算定する額について、前条
第三項の規定は法第四十三条第四項に規定する合計額について準用する。この場合において、
前条第一項中「居宅介護サービス費区分支給限度基準額（同条第二項に規定する居宅介護サー



ビス費区分支給限度基準額をいう。以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費種類支給限度基
準額（同条第五項に規定する居宅介護サービス費種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものと
する。

（居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合）
第七十条
　居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要
と認められる場合に限り支給するものとする。
２　居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居宅介護
福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福
祉用具（法第四十四条第一項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。）と同一の種目の特定
福祉用具（当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。）を既に購入して
おり、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は居宅支援福祉用具購入費が支給さ
れている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具が破損
した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事
情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認め
るときは、この限りでない。

（居宅介護福祉用具購入費の支給の申請）
第七十一条
　居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記
載した申請書を提出しなければならない。
一　当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
二　当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日
三　当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由
２　前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用
具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
３　第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画を添付した場合であって、当該居宅サ
ービス計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の
規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。

（居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間）
第七十二条
　法第四十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間（次条に
おいて「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。）とする。

（居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法）
第七十三条
　法第四十四条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居宅介護福祉用具購
入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特
定福祉用具につき既に支給された法第五十六条第一項に規定するそれぞれの居宅支援福祉用具
購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。

（居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合）
第七十四条
　居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅につい
て行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して
必要と認められる場合に限り支給するものとする。

（居宅介護住宅改修費の支給の申請）
第七十五条
　居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載し
た申請書を提出しなければならない。
一　当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工した者の氏名又
は名称
二　当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
２　前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
一　当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
二　介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び
経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理
由が記載されているもの



三　当該申請に係る住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等
３　第一項の申請に係る住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合
には、同項の申請書に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書
類を添付しなければならない。

（居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法）
第七十六条
　法第四十五条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第
三号の額を控除して得た額とする。
一　当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第四十五条第五項
に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額
二　居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅（以下この条において
「現住宅」という。）以外の住宅であって現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅
改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給
されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
三　現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要する費用について当該居宅要介護
被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得
た額の合計額
２　前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった
場合における法第四十五条第四項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところ
による。

（居宅介護サービス計画費の代理受領の手続）
第七十七条
　法第四十六条第四項により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居
宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事
業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
２　市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事
業者の名称を被保険者証に記載するものとする。

（領収証）
第七十八条
　指定居宅介護支援事業者は、法第四十六条第七項において準用する法第四十一条第八項の規
定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援について居宅要介護被保険者から
支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額につい
てはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

（日常生活に要する費用）
第七十九条
　法第四十八条第一項及び第二項第一号並びに第四十九条第二項の厚生労働省令で定める費
用は、次に掲げる費用とする。
一　理美容代
二　その他指定施設サービス等（法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以
下同じ。）において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であ
って、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

（法第四十八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者）
第七十九条の二
　法第四十八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかに該当していることに
つき市町村の認定を受けている者とする。
一　その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が指定施設サービス等を受ける日の属する年
度（指定施設サービス等を受ける日の属する月が四月又は五月の場合にあっては、前年度）分の
地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別
区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）が
課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者（当該
市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である者
二　その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が指定施設サービス等を受ける日の属する月
において要保護者（生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第二項に規定する要保
護者をいう。以下同じ。）である者であって、当該指定施設サービス等に係る標準負担額（法第四十
八条第二項第二号に規定する標準負担額をいう。以下同じ。）について減額されたとすれば、保護
（生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。）を必要としない状態となるもの



三　被保護者（生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。）

（標準負担額の減額に係る市町村の認定）
第七十九条の三
　前条の規定による市町村の認定（以下この条において「認定」という。）を受けようとする要介護被
保険者（法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。）は、次に掲げる事項
を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一　前条各号のいずれかに該当する旨
二　氏名、性別、生年月日及び住所
三　指定施設サービス等を受けている介護保険施設の名称及び所在地
四　前号の介護保険施設に入所し、又は入院した年月日
五　被保険者証の番号
２　前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければなら
ない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することがで
きるときは、当該書類を省略させることができる。
３　第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
４　市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二による認定証（以下
「認定証」という。）を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければなら
ない。
５　認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証
を市町村に返還しなければならない。
一　前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
二　認定証の有効期限に至ったとき。
６　第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
７　要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し
た申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一　氏名、性別、生年月日及び住所
二　再交付申請の理由
８　認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなけ
ればならない。
９　要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発
見した認定証を市町村に返還しなければならない。
１０　認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届
書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなけれ
ばならない。

（認定証の提示）
第七十九条の四
　前条第一項の認定を受けた要介護被保険者は、指定施設サービス等を受けようとするときは、介
護保険施設に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。

（標準負担額減額に関する特例）
第七十九条の五
　市町村は、認定証を介護保険施設に提示できなかったために減額しない標準負担額を支払った
要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当
該指定施設サービス等について支払った標準負担額から標準負担額の減額があったならば支払う
べき標準負担額を控除した額に相当する額を施設介護サービス費として支給することができる。
２　前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書
を市町村に提出しなければならない。
一　氏名及び生年月日
二　認定証を介護保険施設に提出できなかった理由
三　指定施設サービス等を受けた介護保険施設の名称及び所在地
四　前号の介護保険施設に支払った標準負担額
五　第三号の介護保険施設に入所し、又は入院していた期間
六　被保険者証の番号
３　前項の申請書には、同項第四号に掲げる費用の額及び標準負担額の減額の認定に関する事
実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事
実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
４　第二項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

（施設介護サービス費の支給が必要と認める場合）



第八十条
　介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスに係る施設介護サービス費は、第二十条又
は第二十二条に規定する要介護者に限り支給するものとする。

（被保険者証の提示等）
第八十一条
　介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスを受けようとする要介護者は、法第四十八条
第八項において準用する法第四十一条第三項の規定により介護保険施設に提示する被保険者証
に、健康手帳を添えなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでな
い。

（領収証）
第八十二条
　介護保険施設は、法第四十八条第八項において準用する法第四十一条第八項の規定により交
付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者から支払を受けた
費用の額のうち、法第四十八条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定
した費用の額（その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現
に指定施設サービス等に要した費用の額とする。）に係るもの、標準負担額及びその他の費用の
額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載
しなければならない。

（居宅介護サービス費等の額の特例）
第八十三条
　法第五十条の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一　要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災そ
の他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二　要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心
身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三　要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃
止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四　要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害
等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。　
２　過去に法第五十条の規定の適用を受けた要介護被保険者について第七十三条並びに第七十
六条第一項第二号及び第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「九十分の百」
とあるのは、「法第五十条の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得
た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。

（令第二十二条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付）
第八十三条の二
　令第二十二条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
一　予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第十二条第一項第一号又は第二項第一号の医
療費の支給
二　身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十九条の更生医療の給付又は更
生医療に要する費用の支給
三　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第三十二条
第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四　結核予防法（昭和二十六年法律第九十六号）第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規
定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
五　独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）第十六条第一項
第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
六　沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和四十七年政令第
百八号）第三条又は第四条の医療費の支給
七　前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

（令第二十二条の二第八項の厚生労働省令で定める給付）
第八十三条の三
　令第二十二条の二第八項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
一　身体障害者福祉法第十九条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
二　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定により費用の負担が行
われる医療に関する給付
三　結核予防法第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定により費用の負担が行われる



医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
四　沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医
療費の支給
五　前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

（高額介護サービス費の支給の申請）
第八十三条の四
　高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申
請書を市町村に提出しなければならない。
一　当該要介護被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号
二　当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等（令第二十二条の二第一項に規定
する居宅サービス等をいう。以下同じ。）に係る同条第二項第一号に掲げる額
三　当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二第二項第
二号に掲げる額
四　当該要介護被保険者と同一の世帯に属する当該要介護被保険者以外の要介護被保険者等
（法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。）であって、同一の月に居宅サー
ビス等を受けたものの氏名、性別及び生年月日並びに被保険者証の番号
２　前項第三号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
３　高額介護サービス費が、令第二十二条の二第五項、第六項又は第七項の規定によるものであ
るときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村
は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類
を省略させることができる。

第四節　予防給付

（日常生活に要する費用）
第八十四条
　法第五十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条第二項の厚生労働省
令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費
用とする。
一　通所介護及び通所リハビリテーション　次に掲げる費用
　　イ　食材料費 
　　ロ　おむつ代 
　　ハ　その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活にお
いても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる
もの 
二　短期入所生活介護及び短期入所療養介護　次に掲げる費用
　　イ　食材料費 
　　ロ　理美容代 
　　ハ　その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生
活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認め
られるもの 
三　特定施設入所者生活介護　次に掲げる費用
　　イ　おむつ代 
　　ロ　その他特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常
必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

（準用）
第八十五条
　第六十二条から第六十五条までの規定は、居宅要支援被保険者（法第五十三条第一項に規定
する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。）に係る居宅支援サービス費の支給について準用す
る。この場合において、第六十四条第一号及び第二号中「、痴呆対応型共同生活介護及び特定施
設入所者生活介護」とあるのは「及び特定施設入所者生活介護」と、第六十五条中「同条第四項第
一号又は第二号」とあるのは「法第五十三条第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

（居宅支援サービス費等に係る区分支給限度額管理期間）
第八十六条
　法第五十五条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する
月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。

（居宅支援サービス費等の上限額の算定方法等）



第八十七条
　要介護認定を受けていた被保険者が法第三十五条第六項の規定により要支援認定を受けた場
合における当該月の法第五十五条第一項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要
介護状態区分に応じた居宅介護サービス費区分支給限度基準額とする。この場合において、同項
に規定する居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の総額の合計額を
算定するに当たっては、当該月において支給されるべき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サ
ービス費は、当該月において居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給される
ものとみなす。
２　法第五十五条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該合計額から別に厚生労
働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。

（居宅支援サービス費種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類）
第八十八条
　法第五十五条第四項に規定する居宅サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介
護及び福祉用具貸与とする。
２　法第五十五条第四項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属す
る月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
３　前条第一項の規定は法第五十五条第四項の規定により算定する額について、前条第二項の
規定は法第五十五条第四項に規定する合計額について準用する。

（居宅支援福祉用具購入費の支給が必要と認める場合）
第八十九条
　居宅支援福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を助けるために必要
と認められる場合に限り支給するものとする。
２　居宅支援福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第九十一条に規定する居宅支援
福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定福
祉用具と同一の種目の特定福祉用具（当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なる
ものを除く。）を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は居宅支
援福祉用具購入費を支給している場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入
した特定福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に
係る居宅支援福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。

（居宅支援福祉用具購入費の支給の申請）
第九十条
　居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記
載した申請書を提出しなければならない。
一　当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
二　当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び購入を行った年月日
三　当該申請に係る特定福祉用具が必要である　理由
２　前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用
具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
３　第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画を添付した場合であって、当該居宅サ
ービス計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の
規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。

（居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間）
第九十一条
　法第五十六条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間（次条に
おいて「居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。）とする。

（居宅支援福祉用具購入費の上限額の算定方法）
第九十二条
　法第五十六条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居宅支援福祉用具購
入費支給限度基準額から、当該居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特
定福祉用具につき既に支給された法第四十四条第一項に規定するそれぞれの居宅介護福祉用具
購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。

（居宅支援住宅改修費の支給が必要と認める場合）
第九十三条
　居宅支援住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅につい



て行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して
必要と認められる場合に限り支給するものとする。

（居宅支援住宅改修費の支給の申請）
第九十四条
　居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載し
た申請書を提出しなければならない。
一　当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を行った者の氏名又は
名称
二　当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
２　前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
一　当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
二　介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び
経験を有する者が作成した書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理
由が記載されているもの
三　当該申請に係る住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等
３　第一項の申請に係る住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援被保険者でない場合
には、同項の申請書に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書
類を添付しなければならない。

（居宅支援住宅改修費の上限額の算定方法）
第九十五条
　法第五十七条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第
三号の額を控除して得た額とする。
一　当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第五十七条第五項
に規定する居宅支援住宅改修費支給限度基準額
二　居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅（以下この条において
「現住宅」という。）以外の住宅であって、現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅
改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について既に支給されたそれぞれの居宅支援住宅改
修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
三　当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅改修と同一種類の住宅改修に要する費用
について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じた額の合計
額

（準用）
第九十六条
　第七十七条の規定は、法第五十八条第四項において法第四十六条第四項の規定を準用する場
合について、第七十八条の規定は、法第五十八条第四項において準用する法第四十六条第七項
において法第四十一条第八項の規定を準用する場合について準用する。

（居宅支援サービス費等の額の特例）
第九十七条
　法第六十条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一　要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災そ
の他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二　要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心
身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三　要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃
止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四　要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害
等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
２　過去に法第六十条の規定の適用を受けた要支援被保険者について第九十二条並びに第九十
五条第一項第二号及び第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「九十分の百」
とあるのは、「法第六十条の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得
た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。

（高額居宅支援サービス費の支給の申請）
第九十七条の二
　高額居宅支援サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記
載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一　当該居宅要支援被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号



二　当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二第二
項第三号に掲げる額
三　当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二第二
項第四号に掲げる額
四　当該居宅要支援被保険者と同一の世帯に属する当該居宅要支援被保険者以外の要介護被
保険者等であって、同一の月に居宅サービス等を受けたものの氏名、性別及び生年月日並びに被
保険者証の番号
２　前項第三号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
３　高額居宅支援サービス費が、令第二十九条の二第五項、第六項又は第七項の規定によるもの
であるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町
村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書
類を省略させることができる。

第五節　保険給付の制限等

（法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付）
第九十八条
　法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一　予防接種法第十二条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
二　身体障害者福祉法第十九条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
三　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定により費用の負担が行
われる医療に関する給付
四　結核予防法第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定により費用の負担が行われる
医療に関する給付
五　独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一
号の医療費の支給
六　沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医
療費の支給
七　健康保険法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）第四十一条第六項、防衛庁の職員の
給与等に関する法律施行令（昭和二十七年政令第三百六十八号）第十七条の六第四項、船員保
険法施行令（昭和二十八年政令第二百四十号）第九条第六項、国民健康保険法施行令（昭和三
十三年政令第三百六十二号）第二十九条の二第六項、国家公務員共済組合法施行令（昭和三十
三年政令第二百七号）第十一条の三の四第六項（私立学校教職員共済法施行令（昭和二十八年
政令第四百二十五号）第五条において準用する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法施行
令（昭和三十七年政令第三百五十二号）第二十三条の三の三第六項の規定による高額療養費の
支給
八　老人保健法施行令（昭和五十七年政令第二百九十三号）第十四条第五項の規定に基づき厚
生労働大臣が定める疾病に係る老人保健法第十七条第一項各号に掲げる給付であって、同令第
十四条第五項の規定に基づき市町村長の認定を受けている者に係るもの
九　前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

（法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める期間）
第九十九条
　法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

（令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由）
第百条
　令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一　保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入
が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
二　保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入
が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少
したこと。
三　保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること（当該者が支払方法変更の記
載（法第六十六条第一項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。）の原因となるべき滞
納に係る保険料の納期限において生活保護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に
限る。）。
四　保険料を滞納している要介護被保険者等が、法第六十六条第一項に規定する原子爆弾被爆
者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による一般疾病医療費の支給又は第
九十八条に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。



（支払方法変更の記載方法）
第百一条
　支払方法変更の記載は、法第二十七条第十項後段（法第二十八条第四項及び第二十九条第二
項において準用する場合を含む。）、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第
三十二条第六項後段（法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第三十五条
第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定（法第六十九条第一項に規定する認定をいう。
以下同じ。）の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
２　市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面により第一
号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行うことができる。
一　法第六十六条第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を行う旨
二　被保険者証の提出をする必要がある旨
三　被保険者証の提出先及び提出期限

（支払方法の変更の記載の消除）
第百二条
　要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、法第六十六条第三項
に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を
証する書類を市町村に提出して同項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けるものとす
る。

（法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間）
第百三条
　法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。

（令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生労働省令で定める事
由等）
第百四条
　令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生労働省令で定める事
由は、第百条第一号から第三号までに掲げる事由とする。

（保険給付の支払の一時差止）
第百五条
　法第六十七条第一項又は第二項の規定により市町村が一時差し止める保険給付の額は、当該
要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

（一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料　額の控除）
第百六条
　市町村は、法第六十七条第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控
除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しな
ければならない。
一　法第六十七条第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
二　一時差止に係る保険給付の額
三　控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

（保険給付差止の記載方法等）
第百七条
　保険給付差止の記載（法第六十八条第一項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。）
は、次の事項を書面により第二号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて行うものとする。
ただし、法第二十七条第十項後段（法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用す
る場合を含む。）、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後
段（法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第三十五条第二項後段若しくは
第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りで
ない。
一　法第六十八条第一項の規定により保険給付差止の記載を行う旨
二　被保険者証の提出をする必要がある旨
三　被保険者証の提出先及び提出期限

（保険給付の支払の一時差止の記載の消除等）
第百八条
　要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第六十八条第二項
の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書



類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。

第百九条
　令第三十二条第二項の政令で定める事情について第百条の規定を適用する場合においては、
同条中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号までの規定に掲げる事由」とする。

（医療保険者からの情報提供）
第百十条
　法第六十八条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一　要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日
二　その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項
２　法第六十八条第五項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者
に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別及び住所、医療保険被保険者証等の記号及
び番号並びに前項第二号に掲げる事項を通知して行うものとする。
３　医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対して情報
の提供を行うものとする。

（給付額減額期間等の算定方法）
第百十一条
　市町村は、既に給付額減額等の記載（法第六十九条第一項に規定する給付額減額等の記載を
いう。以下同じ。）が行われている要介護被保険者等について認定を行った場合であって、当該認
定の時点において当該給付額減額等の記載に係る給付額減額期間（同項に規定する給付額減額
期間をいう。以下同じ。）が経過していないときは、当該認定に係る給付額減額等の記載を行わな
いものとする。
２　過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十三条に規定する保険料徴収権消
滅期間（法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。以下同じ。）の算定を行う
場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料徴収権消滅期間の算定の対象と
なった年度に係る令第三十三条に規定する同条第二号に掲げる額を同条第一号に掲げる額で除
して得た数については、同条の規定による年数の算定の対象としないものとする。
３　過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十四条第一項第二号に規定する保
険料納付済期間（同条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。）の算定を行う場合
においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料納付済期間の算定の対象となった年
度における同項に規定する同項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た数につ
いては、同項の規定による年数の算定の対象としないものとする。
４　令第三十三条の規定により保険料徴収権消滅期間を算定するに当たり、同条の規定により合
算して得た数に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。令第三十
四条第二項の規定により保険料納付済期間を算定するに当たっても、これと同様とする。
５　令第三十四条第一項の規定により給付額減額期間を算定するに当たり、同項の規定により十
二を乗じて得た数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

（給付額減額等の記載方法等）
第百十二条
　法第六十九条第一項の規定による給付額減額等の記載は、法第二十七条第十項後段（法第二
十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。）、法第三十条第一項後段
若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段（法第三十三条第四項において準用
する場合を含む。）若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を
被保険者証に記載する際に行うものとする。

（令第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事由）
第百十三条
　令第三十五条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一　要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休
廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
二　要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜
害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
三　要介護被保険者等が被保護者であること。
四　要介護被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を
必要としない状態となるものであること。

第四章　事業者及び施設



（指定訪問介護事業者に係る指定の申請）
第百十四条
　法第七十条第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようと
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管
轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有す
るときは、当該事務所を含む。）の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五　事業所の平面図
六　事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
七　運営規程
八　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十　当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する
事項
十二　その他指定に関し必要と認める事項

（指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請）
第百十五条
　法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受け
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地
を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五　事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
六　事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
七　運営規程
八　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十　当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第
三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第五十一条の協力医療機関の名称及び診療
科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する
事項
十三　その他指定に関し必要と認める事項

（指定訪問看護事業者に係る指定の申請）
第百十六条
　法第七十条第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようと
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管
轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有す
るときは、当該事務所を含む。）の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所（当該申請に係
る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所）
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該申請に係る事業所が
法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。）
五　事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
六　事業所の平面図
七　事業所の管理者の氏名及び住所並びに免許証の写し
八　運営規程
九　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一　当該申請に係る事業に係る資産の状況



十二　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する
事項
十三　その他指定に関し必要と認める事項

（指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請）
第百十七条
　法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指
定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所
の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所（当該申請に係
る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所）
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該申請に係る事業所が
法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。）
五　事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設の別
六　事業所の平面図
七　事業所の管理者の氏名及び住所
八　運営規程
九　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する事
項
十一　その他指定に関し必要と認める事項

（指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請）
第百十八条
　法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を
受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所
在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所（当該申請に係
る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名及び住
所）
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該申請に係る事業所が
法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。）
五　事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
六　事業所の平面図
七　事業所の管理者の氏名及び住所
八　運営規程
九　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する事
項
十一　その他指定に関し必要と認める事項

（指定通所介護事業者に係る指定の申請）
第百十九条
　法第七十条第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようと
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管
轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有すると
きは、当該施設を含む。）の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五　事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有すると
きは、当該施設を含む。）の平面図及び設備の概要
六　事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
七　運営規程
八　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態



十　当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する
事項
十二　その他指定に関し必要と認める事項

（指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請）
第百二十条
　法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指
定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所
の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所（当該申請に係
る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所）
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該申請に係る事業所が
法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。）
五　事業所の種別（病院若しくは指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受け
る診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設の別をいう。）
六　事業所の平面図及び設備の概要
七　事業所の管理者の氏名及び住所
八　運営規程
九　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する
事項
十二　その他指定に関し必要と認める事項

（指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請）
第百二十一条
　法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を
受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所
在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五　当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける
特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所（次号において「併
設事業所」という。）において行う場合にあっては、その旨
六　建物の構造概要及び平面図（当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあって
は、指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設の平面図を含む。）
並びに設備の概要
七　当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける
特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養
護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八　事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
九　運営規程
十　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二　当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三　指定居宅サービス等基準第百三十六条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該
協力医療機関との契約の内容
十四　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する
事項
十五　その他指定に関し必要と認める事項

（指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請）
第百二十二条
　法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を
受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所
在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。



一　事業所の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所（当該申請に係
る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所）
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該申請に係る事業所が
法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。）
五　事業所の指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項各号の規定のいずれの適用を受ける
ものかの別
六　建物の構造概要及び平面図並びに設備の概　要
七　当該申請に係る事業を行う事業所（当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。）に
おける入院患者又は入所者の定員（当該事業所が指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項
第四号に規定する老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推
定数を含む。）
八　事業所の管理者の氏名及び住所
九　運営規程
十　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する
事項
十三　その他指定に関し必要と認める事項

（指定痴呆対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請）
第百二十三条
　法第七十条第一項の規定に基づき痴呆対応型共同生活介護に係る指定居宅サービス事業者の
指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業
所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五　建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
六　利用者の推定数
七　事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
八　運営規程
九　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一　当該申請に係る事業に係る資産の状況
十二　指定居宅サービス等基準第百七十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科
名並びに当該協力医療機関との契約の内容（同条第二項に規定する協力歯科医療機関があると
きは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。）
十三　指定居宅サービス等基準第百七十一条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保
健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十四　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する
事項
十五　その他指定に関し必要と認める事項

（指定特定施設入所者生活介護事業者に係る指定の申請）
第百二十四条
　法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入所者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の
指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業
所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五　建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
六　利用者の推定数（要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。）
七　事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
八　運営規程
九　利用者からの苦情を処理するために講ずる　措置の概要
十　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の　体制及び勤務形態



十一　当該申請に係る事業に係る資産の状況
十二　指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科
名並びに当該協力医療機関との契約の内容（同条第二項に規定する協力歯科医療機関があると
きは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。）
十三　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する
事項
十四　その他指定に関し必要と認める事項

（指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請）
第百二十五条
　法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受け
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地
を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　事業所の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　当該申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五　事業所の平面図及び設備の概要
六　事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
七　法第七条第十七項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法（指定居宅サービス等基準第
二百三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあ
っては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内
容）　
八　運営規程
九　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一　当該申請に係る事業に係る資産の状況
十二　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関する
事項
十三　その他指定に関し必要と認める事項

（病院等による指定の申請における必要な書類等）
第百二十六条
　第百十六条から第百十八条まで、第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、病院又は
診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院
にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又
は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合に
おいて、当該申請を行う者は、第百十六条第七号（管理者の免許証の写しに係る部分に限る。）及
び第十一号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
２　第百十八条の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該
申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。
３　第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、介護老人保健施設においてこれらの規定に
よる申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設の
開設許可証を添付して行わなければならない。
４　第百二十一条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おう
とするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置について届出を行った
こと又は認可を受けたことを証する書類（第百三十四条第五号において「特別養護老人ホームの
認可証等」という。）を添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第
百二十一条第十二号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。

（指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類）
第百二十七条
　法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護及び訪問リハ
ビリテーションとする。

第百二十八条
　法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、通所リハビリテーション
（介護老人保健施設により行われるものに限る。）とする。

（指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出）
第百二十九条



　法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該
申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うも
のとする。
一　当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理
者の氏名及び住所
二　当該申出に係る居宅サービスの種類
三　前号に係る居宅サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨

第百三十条
　法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該
申出に係る介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の開設の場所を管轄する都道府県知事
に提出して行うものとする。
一　当該申出に係る介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の名称及び開設の場所並びに
開設者及び管理者の氏名及び住所
二　当該申出に係る居宅サービスの種類
三　前号に係る居宅サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨

（指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等）
第百三十一条
　指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの
種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指
定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一　訪問介護　第百十四条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関するものに限る。）
から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
二　訪問入浴介護　第百十五条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関するものに限
る。）から第七号まで、第十一条及び第十二号に掲げる事項
三　訪問看護　第百十六条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関するものに限る。）
から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
四　訪問リハビリテーション　第百十七条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関する
ものに限る。）から第八号まで及び第十号に掲げる事項
五　居宅療養管理指導　第百十八条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関するもの
に限る。）から第八号まで及び第十号に掲げる事項
六　通所介護　第百十九条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関するものに限る。）
から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
七　通所リハビリテーション　第百二十条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関する
ものに限る。）から第八号まで及び第十一号に掲げる事項
八　短期入所生活介護　第百二十一条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関するも
のに限る。）から第九号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項（第七号に掲げるものについて
は、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。）
九　短期入所療養介護　第百二十二条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関するも
のに限る。）から第九号まで及び第十二号に掲げる事項
十　痴呆対応型共同生活介護　第百二十三条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関
するものに限る。）、第五号、第七号、第八号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項
十一　特定施設入所者生活介護　第百二十四条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に
関するものに限る。）、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
十二　福祉用具貸与　第百二十五条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関するもの
に限る。）から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
２　前項の届出であって、同項第六号から第十一号までに掲げる居宅サービスの利用者の定員の
増加に伴うものは、それぞれ当該居宅サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載し
た書類を添付して行うものとする。
３　指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したと
きは、次に掲げる事項を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知
事に届け出なければならない。
一　廃止、休止又は再開した年月日
二　廃止又は休止した場合にあっては、その理　由
三　廃止又は休止した場合にあっては、現に指定居宅サービスを受けていた者に対する措置
四　休止した場合にあっては、休止の予定期間

（指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請）
第百三十二条
　法第七十九条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、次に



掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の都道府県知
事に提出しなければならない。
一　事業所の名称及び所在地
二　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五　事業所の平面図
六　事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
七　当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八　運営規程
九　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の　体制及び勤務形態
十一　当該申請に係る事業に係る資産の状況
十二　関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
十三　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の請求
に関する事項
十四　その他指定に関し必要と認める事項

（指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等）
第百三十三条
　指定居宅介護支援事業者は、前条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関するもの
に限る。）から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に
係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に
届け出なければならない。
２　指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、又は再開した
ときは、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県
知事に届け出なければならない。
一　廃止、休止又は再開した年月日
二　廃止又は休止した場合にあっては、その理由
三　廃止又は休止した場合にあっては、現に指定居宅介護支援を受けていた者に対する措置
四　休止した場合にあっては、休止の予定期間

（指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等）
第百三十四条
　法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲
げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を所管する都
道府県知事に提出しなければならない。
一　施設の名称及び開設の場所
二　開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　開設者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五　特別養護老人ホームの認可証等の写し
六　併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
七　施設の管理者の氏名及び住所
八　運営規程
九　当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項
十　その他指定に関し必要と認める事項

（指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等）
第百三十五条
　指定介護老人福祉施設の開設者は、前条第一号から第四号（当該指定に係る事業に関するもの
に限る。）まで及び第六号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事
項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届けなければな
らない。

（介護老人保健施設の開設許可の申請等）
第百三十六条
　法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に
掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する
都道府県知事に提出しなければならない。
一　施設の名称及び開設の場所



二　開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
三　開設の予定年月日
四　開設者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五　敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
六　併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
七　建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。）並びに施設及び構造設備
の概要
八　施設の共用の有無及び共用の場合の利用計　画
九　入所者の予定数
十　施設の管理者の氏名及び住所
十一　運営規程
十二　入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四　介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令
第四十号）第三十条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契
約の内容（同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科
医療機関との契約の内容を含む。）
十五　当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項
十六　その他指定に関し必要と認める事項
２　介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許可を受
けなければならない事項は、前項第五号（敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。）、第七号、
第八号、第十一号（従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。）及び
第十四号（協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。）に掲げる事項とする。ただし、同項
第十一号（入所定員に係る部分に限る。）に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定
員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。　

（介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等）
第百三十七条
　介護老人保健施設の開設者は、前条第一項第一号、第二号、第四号（当該指定に係る事業に関
するものに限る。）、第六号、第十号、第十一号（従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定
員（前条第二項ただし書に規定する部分を除く。）に係る部分を除く。）、第十四号（協力病院を変更
しようとするときに係るものを除く。）及び第十五号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更
に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なけ
ればならない。

（指定介護療養型医療施設に係る指定の申請等）
第百三十八条
　法第百七条第一項の規定により指定介護療養型医療施設の指定を受けようとする者は、次に掲
げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都
道府県知事に提出しなければならない。
一　施設の名称及び開設の場所
二　開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所（当該申請に係る施
設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所）
三　当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四　開設者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該申請に係る施設が法
人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。）
五　施設の使用許可証（当該施設が国の開設する施設であるときは、使用承認書とする。次条に
おいて同じ。）の写し
六　当該申請に係る施設が指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成
十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第二条第一項から第
三項までの規定のいずれの適用を受けるものかの別
七　併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
八　建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。次条において同じ。）並びに
設備の概要
九　入院患者の推定数（当該申請に係る事業を行おうとする部分に係るものに限る。）
十　施設の管理者の氏名及び住所
十一　運営規程
十二　入院患者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四　当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項
十五　その他指定に関し必要と認める事項



（指定介護療養型医療施設の入院患者の定員の増加の申請）
第百三十九条
　法第百八条第一項の規定により指定介護療養型医療施設の指定の変更を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る施設の開設の場所を管轄
する都道府県知事に提出しなければならない。
一　施設の名称及び開設の場所
二　開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所（当該申請に係る指
定介護療養型医療施設が法人以外の者の開設するものであるときは、開設者の氏名及び住所）
三　施設の使用許可証（当該申請に係る病棟又は病室に係るものに限る。）の写し
四　建物の構造概要及び平面図（当該申請に係る病棟又は病室に係るものに限る。）並びに設備
の概要
五　当該申請に係る施設の指定介護療養型医療施設基準第二条第一項から第三項までの規定の
いずれの適用を受けるものかの別
六　入院患者の推定数（当該申請に係る事業を行おうとする部分に係るものに限る。）
七　入院患者の定員（当該申請に係る病棟又は病室に係るものに限る。）
八　当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

（指定介護療養型医療施設の開設者の住所等の変更の届出等）
第百四十条
　指定介護療養型医療施設の開設者は、第百三十八条第一号、第二号、第四号（当該指定に係る
事業に関するものに限る。）、第六号から第八号まで、第十号、第十一号及び第十四号に掲げる事
項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護療養型医療施設の開設の
場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

第五章　保険料等

（予定保険料収納率の算定方法）
第百四十一条
　市町村は、予定保険料収納率（令第三十八条第四項に規定する予定保険料収納率をいう。以下
同じ。）を算定するに当たっては、特別徴収（法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下同
じ。）の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該賦課した保険料額がすべて徴
収されるものとして見込むものとし、普通徴収（同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。）の方
法により徴収することが見込まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る
収納率の実績等を勘案してその収納率を見込むものとする。
２　前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第四項の規定を準用する場合に
ついて準用する。

（補正第一号被保険者数の算定方法）
第百四十二条
　市町村は、令第三十八条第五項に規定する同条第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の
見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる
者の数等を勘案するものとする。
２　前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第五項の規定を準用する場合に
ついて準用する。

（平成十五年度から平成十七年度までの基準所得金額）
第百四十三条
　平成十五年度から平成十七年度までの令第三十八条第六項の基準所得金額は、二百万円とす
る。

（年金保険者の市町村に対する通知の期日）
第百四十四条
　法第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三
十一日とする。

（年金保険者の市町村に対する通知事項）
第百四十五条
　法第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一　法第百三十四条第一項の規定による通知に係る者（以下「通知対象者」という。）の性別及び
生年月日
二　通知対象者が支払を受けている老齢退職年金給付（法第百三十一条に規定する老齢退職年



金給付をいう。以下同じ。）の種類及びその支払を行う年金保険者の名称
２　社会保険庁長官、法第百三十四条第二項に規定する社会保険庁長官の同意に係る年金保険
者及び地方公務員共済組合連合会に係る前項第二号に掲げる事項については、同項の規定にか
かわらず、通知対象者について特別徴収対象年金給付（法第百三十五条第三項に規定する特別
徴収対象年金給付をいう。）が二以上ある場合においては、これらの特別徴収対象年金給付に国
民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による老齢基礎年金（以下「老齢基礎年金」という。）
が含まれるときは当該老齢基礎年金に係る事項のみについて、老齢基礎年金が含まれないときは
令第四十二条に規定する順位に従い、先順位の特別徴収対象年金給付に係る事項のみについて
法第百三十四条第一項から第四項までに規定する通知又は経由を行うこととすることができる。

（法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情）
第百四十六条
　法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由がある
ことにより、当該老齢退職年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日か
ら翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢退職年金給付の額の総額が、令第四十一
条に定める額未満となる見込みであることとする。
一　老齢退職年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
二　国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。
以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適
用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、昭和六十年
国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民
年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第三十八
条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六
十年国共済法等改正法」という。）附則第十一条（私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二
百四十五号。以下「私学共済法」という。）第四十八条の二の規定によりその例によることとされる
場合を含む。）、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。
以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。）附則第十条又は厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法
律（平成十三年法律第百一号）附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ
れた同法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に
基づき当該老齢退職年金給付の支給が停止されていること。
三　国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条
の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十
二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用され
る昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七
十八条、昭和六十年国共済法等改正法第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改
正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第七十
五条若しくは第九十五条から第九十七条まで（私学共済法第四十八条の二の規定によりその例に
よることとされる場合を含む。）又は昭和六十年地共済法等改正法第三条の規定により適用される
昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法（昭和三十七年
法律第百五十二号）第七十七条若しくは第百九条から第百十一条までの規定に基づき当該老齢
退職年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
四　国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用さ
れる昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、昭和六十年
国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三
条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二
項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三（私学共済法第四十八条の二の規定
によりその例によることとされる場合を含む。）又は昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第
二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三の規定により内払とみなされた
年金があること。
五　その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。

（保険料の一部を特別徴収する場合）
第百四十七条
　法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一　当該年度に当該特別徴収対象被保険者（法第百三十五条第二項に規定する特別徴収対象被
保険者をいう。以下同じ。）について仮徴収（法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別
徴収をいう。以下同じ。）が行われていないとき。
二　当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額
の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当
する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によっ



て徴収することが適当と認めたとき。
三　当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について法第百三十六条第一項
の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被
保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適
当と認めたとき。
四　当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべ
き保険料額（以下「過年度分保険料額」という。）が含まれるとき（市町村が過年度分保険料額につ
いて特別徴収の方法により保険料を徴収することとするときを除く。）。

（市町村の特別徴収の通知）
第百四十八条
　法第百三十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一　特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二　特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者（法第百三十五条第二項に規定する特別
徴収義務者をいう。以下同じ。）の名称

（支払回数割保険料額の算定方法）
第百四十九条
　法第百三十六条第二項に規定する支払回数割保険料額について同項の規定により得た額に百
円未満の端数がある場合、又はその額すべてが百円未満である場合は、その端数金額又はその
金額はすべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回
数割保険料額に合算するものとする。

（支払回数割保険料額の納入方法）
第百五十条
　特別徴収義務者は、法第百三十七条第一項の規定により市町村に支払回数割保険料額を納入
するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金
融機関に払い込むものとする。

（特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等）
第百五十一条
　法第百三十七条第四項の厚生労働省令で定める場合は、第百四十六条第二号から第五号まで
に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額未
満となった場合とする。

第百五十二条
　法第百三十七条第五項に規定する通知は、できる限り速やかに行うものとする。
２　法第百三十七条第五項の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収
対象被保険者とする。

（特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知）
第百五十三条
　法第百三十七条第七項の規定による通知は、当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年
金給付を支払う日までに行うものとする。

（市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等）
第百五十四条
　法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一　当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項の規
定による通知が行われた後の当該年中に減額されたとき。
二　当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項の規
定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対
象被保険者について同条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法によ
り徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたと
き。
三　災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収
の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。

第百五十五条
　法第百三十八条第一項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一　当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所



二　当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
三　特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

（特別徴収対象被保険者が死亡したことにより生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算
定方法等）
第百五十六条
　市町村は、法第百三十九条第二項の規定により第一号被保険者の死亡により生じた過納又は
誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々
月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額がある場合
には、当該額を控除するものとする。
２　市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものと
する。

第百五十七条
　市町村は、法第百三十九条第三項の規定により過誤納額（同条第二項に規定する過誤納額をい
う。以下同じ。）を当該第一号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金（以下
「未納保険料等」という。）に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る第一号被保険者に対し
て、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
一　法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨
二　当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額
三　その他必要と認める事項

（仮徴収額の徴収方法等）
第百五十八条
　法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の
前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
２　市町村は、法第百四十条第二項に規定する第一号被保険者について同項に規定する年の八
月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合で
あって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額（以下「一般仮徴
収額」という。）又は同項に規定する市町村が定める額（以下「市町村決定額」という。）とすることが
適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、一般仮
徴収額又は市町村決定額の範囲内で市町村が定める額（以下「八月の変更仮徴収額」という。）を
同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
３　前項の場合において、市町村は、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を特別徴収
義務者及び特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務
者に対する通知に係る手続（期日に関する部分を除く。）は、法第百三十六条第三項から第六項ま
での規定の例による。
一　特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二　仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
三　特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
４　第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条
から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第百五十一条中「支払回
数割保険料額」とあるのは「法第百四十条第一項又は第二項に規定する支払に係る保険料額」と、
第百五十三条中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは
「第百五十八条第二項に規定する市町村決定額又は八月の変更仮徴収額を法第百四十条第二
項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金
給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

（保険料納付原簿の記載事項）
第百五十九条
　法第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一　第一号被保険者の性別及び生年月日
二　第一号被保険者の被保険者証の番号
三　第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間
四　第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日
２　法第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属する年度
の最終日まで保存するものとする。

第六章　国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

（国民健康保険団体連合会の議決権の特例）



第百六十条
　国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条の規定により行う業務に関する国民健康保険法
第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の
定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保
険組合を代表する者を除くこととすることができる。
２　国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条の規定により行う業務に関する国民健康保険法
第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の
定めるところにより、市町村が法第四十一条第十項（法第四十六条第七項（法第五十八条第四項
において準用する場合を含む。）、第四十八条第八項及び第五十三条第四項において準用する場
合を含む。）の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法（昭和二
十二年法律第六十七号）第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた
場合には、総会又は代議員の議員を、会員たる保険者（国民健康保険組合を除く。）を代表する者
に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。

第七章　介護給付費審査委員会

（委員の任期）
第百六十一条
　法第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会（以下「給付費審査委員会」という。）の委員
の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）
第百六十二条
　給付費審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
２　会長は、会務を総理し、給付費審査委員会を代表する。
３　会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその
職務を代行する。

（招集）
第百六十三条
　給付費審査委員会は、会長が招集する。

（定足数）
第百六十四条
　給付費審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
２　審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（部会）
第百六十四条の二
　給付費審査委員会は、部会を設けることができる。
２　部会は、給付費審査委員会の会長が指名する法第百八十条第一項に規定する介護給付等対
象サービス担当者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織
する。
３　部会に、公益を代表する委員のうちから当該部会を構成する委員が選挙する部会長一人を置
く。
４　給付費審査委員会は、部会の審査をもって給付費審査委員会の審査とすることができる。
５　第百六十三条及び前条の規定は、部会及び部会長について準用する。

（幹事）
第百六十五条
　給付費審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
２　幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
３　幹事は、会長の指揮を受けて給付費審査委員会の庶務を処理する。
４　書記は、幹事の指揮を受けて給付費審査委員会の庶務に従事する。

第八章　雑則

（事業状況の報告）
第百六十五条の二
　国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月二十日までに、都道府県知事に報告しな
ければならない。



（権限の委任）
第百六十五条の三
　法第二百三条の四第一項の規定により、法第二十四条第一項及び第二項、第百二条第二項、
第百四条第三項、第百九十七条第一項及び第二項並びに第二百三条の二第一項に規定する厚
生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

（身分を示す証明書の様式）
第百六十五条の四
　職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
一　法第二十四条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証
明書　様式第二号
二　法第二十四条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証
明書　様式第三号
三　法第七十六条第二項、法第八十三条第二項、法第九十条第二項及び法第百十二条第二項に
おいて準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書　様式第四号
四　法第百条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書　様
式第五号
五　法第百七十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明
書　様式第六号
六　法第百九十七条第四項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明
書　様式第七号
七　法第二百二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書
　様式第八号

第九章　施行法の経過措置等に関する規定

（経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法）
第百六十六条
　市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額（介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号。
以下「施行法」という。）第一条第一項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額をいう。次項に
おいて同じ。）を定めるに当たっては、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス
及びこれに相当するサービスの必要量の見込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービ
スの提供量の見込みの割合を考慮しなければならない。
２　施行法第一条第三項に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及びこれに相
当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める法第百十七条第一項に規定する市町村
介護保険事業計画の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町村が定める経過的居宅
給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなければならない。

（短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置）
第百六十七条
　平成十五年三月三十一日までの間における第十四条の規定の適用については、同条中「第四条
第二項」とあるのは、「第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項」とす
る。

（令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定め
る国の開設する病院）
第百六十七条の二
　令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定め
る病院は、医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号）の施行
の際現に同令第一条による改正前の医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）第四十
三条第二項の規定による承認を受けていた病院とする。

（指定居宅サービス事業者に関する経過措置）
第百六十八条
　施行法第四条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係
る保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県
知事に提出して行うものとする。
一　当該申出に係る保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関の名称及び開設
の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二　当該申出に係る居宅サービスの種類



三　前号に係る居宅サービスについて施行法第四条本文に係る指定を不要とする旨

第百六十九条
　施行法第五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係
る指定老人訪問看護の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一　当該申出に係る当該指定老人訪問看護の事業所の名称及び所在地並びに事業者及び管理
者の氏名及び住所
二　法第七条第八項に規定する訪問看護について施行法第五条本文に係る指定を不要とする旨

（施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者）
第百七十条
　施行法第十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる施設に入所又は入院してい
るものとすること。
一　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第四十三条の四に規定する重症心身障害児
施設
二　児童福祉法第二十七条第二項の厚生労働大臣が指定する医療機関（当該指定に係る治療等
を行う病床に限る。）
三　独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）
第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置す
る施設
四　国立及び国立以外のハンセン病療養所
五　生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設
六　労働者災害補償保険法施行規則（昭和三十年労働省令第二十二号）第十八条の三の三第三
号に規定する施設

（適用除外でなくなった者の届出）
第百七十一条
　第二十三条の場合を除くほか、施行法第十一条第一項に該当しなくなったため、第一号被保険
者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から十四日以内に、第二十三条各号に規定する
事項（第一号に規定する従前の住所を除く。）を記載した届書を、市町村に提出しなければならな
い。
２　前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。

（施行法第十三条第四項第二号の厚生労働省令で定める旧措置入所者）
第百七十一条の二
　第七十九条の二の規定は、施行法第十三条第四項第二号の厚生労働省令で定める旧措置入
所者（同条第一項に規定する旧措置入所者をいう。）について準用する。この場合において、第七
十九条の二第一号及び第二号中「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」
と、同条第二号中「標準負担額」とあるのは「特定標準負担額」と、「法第四十八条第二項第二号」
とあるのは「介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）第十三条第四項第二号」と読み替
えるものとする。
２　第七十九条の三から第七十九条の五までの規定は、前項の場合について準用する。この場合
において、これらの規定中「要介護被保険者（法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者を
いう。以下同じ。）」及び「要介護被保険者」とあるのは「介護保険法施行法（平成九年法律第百二
十四号）第十三条第三項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者（同条第一項に
規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。）又は要介護被保険者である旧措置入所者」と、「指定施
設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「介護保険施設」とあるのは「指定介護
老人福祉施設」と、「様式第一号の二」とあるのは「様式第一号の三」と、「標準負担額」とあるのは
「特定標準負担額」と読み替えるものとする。

（特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続）
第百七十二条
　第八十二条の規定は、施行法第十三条第一項に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービ
ス費の支給について準用する。この場合において、第八十二条中「介護保険施設」とあるのは「指
定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要
介護被保険者」とあるのは「介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）第十三条第三項の
規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者（同条第一項に規定する旧措置入所者をい
う。以下この条において同じ。）又は要介護被保険者である旧措置入所者」と、「法第四十八条第二
項第一号」とあるのは「同条第四項第一号」と、「標準負担額」とあるのは「特定標準負担額」と読み
替えるものとする。



（施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日）
第百七十三条
　施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十一年十一月三十日とする。

（施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項）
第百七十四条
　第百四十五条の規定は、施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用す
る。

（施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情）
第百七十五条
　第百四十六条の規定は、施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情に
ついて準用する。この場合において、第百四十六条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一
日」とあるのは、「介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）第十六条第一項第一号の厚
生労働大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読
み替えるものとする。

（平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額）
第百七十五条の二
　施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町
村における令第五十五条第一項の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。

（平成十二年度仮徴収に係る準用等）
第百七十六条
　第百四十八条、第百五十条、第百五十一条並びに第百五十二条第一項及び第二項の規定は、
法第百三十六条第一項並びに法第百三十七条第一項、第四項及び第五項の規定を施行法第十
六条第四項において準用する場合について準用する。この場合において、第百五十条中「支払回
数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）第十六条第四項
において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読み替える
ものとする。

第百七十七条
　特別徴収義務者は、施行法第十六条第四項において準用する法第百三十七条第七項の規定に
よる通知を、平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものと
する。

第百七十八条
　施行法第十六条第四項において準用する法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合
は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収
の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。

第百七十九条
　第百五十五条の規定は、法第百三十八条第一項の規定を施行法第十六条第四項において準用
する場合について準用する。

第百八十条
　第百五十六条及び第百五十七条の規定は、法第百三十九条第二項及び第三項の規定を施行
法第十六条第四項において準用する場合について準用する。この場合において、第百五十六条中
「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）第十六条
第四項において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読
み替えるものとする。

（平成十二年度仮徴収額の変更）
第百八十一条
　市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する年の六月一日から九
月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う
額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額（以下「平成十二年度仮徴収額」とい
う。）とすることが適当でないと認める特別の事情のあるときは、平成十二年度仮徴収額に代えて、
平成十二年度仮徴収額の範囲内で市町村が定める額（以下「平成十二年度六月以降の変更仮徴
収額」という。）を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
２　第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。この場合に



おいて、第百五十八条第三項中「六月三十日」とあるのは「四月三十日」と、「八月の」とあるのは
「平成十二年度六月以降の」と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象
年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第一項に規定する平成十二年度六月以降の変更
仮徴収額を介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）第十六条第三項に規定する支払に
係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」
と読み替えるものとする。
３　市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する年の八月一日から九
月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う
額を平成十二年度仮徴収額又は平成十二年度六月以降の変更仮徴収額とすることが適当でない
と認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額の範囲内において市町村が定める額
（以下「平成十二年度八月の変更仮徴収額」という。）を同項に規定する支払に係る保険料額とする
ことができる。
４　第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。この場合に
おいて、第百五十八条第三項中「八月の」とあるのは「平成十二年度八月の」と、第百七十七条中
「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条
第三項に規定する平成十二年度八月の変更仮徴収額を介護保険法施行法（平成九年法律第百
二十四号）第十六条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に
係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

附則

（施行期日）
第一条
　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百六十八条、第百六十九条及び第
百七十三条から第百八十一条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

（短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置）
第二条
　当分の間、第十四条中「次のとおり」とあるのは「次に掲げる施設及び別に厚生労働大臣が定め
る基準に適合している診療所」と、第百二十二条第五号中「第百四十二条」とあるのは「附則第五
条第一項の規定あるいは指定居宅サービス等基準第百四十二条」とする。

（要介護認定等に関する暫定措置）
第二条の二
　法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりと
する。
一　指定介護老人福祉施設における介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談
員等
二　介護老人保健施設における看護又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護
職員又は支援相談員
三　法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等における看護に係る計画等の作成に関し経
験のある看護職員
四　老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター（法第四十六条第一項の指
定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であるものに限る。）における介護に係る計画等の作成
に関し経験のある介護福祉士等
五　介護支援専門員に関する省令（平成十年厚生省令第五十三号）第一条第一項の介護支援専
門員実務研修受講試験に合格した者であって、同項の介護支援専門員実務研修を修了していない
もの

（要介護認定等に関する経過措置）
第三条
　この省令の施行の日から平成十二年九月三十日までの間に行う要介護認定又は要支援認定に
係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第三十八条第一項第二
号又は第五十二条第一項第二号中「六月間（市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認
める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間）」と
あるのは、「三月間から十二月間までの範囲内において月を単位として市町村が定める期間」とす
る。
２　前項の場合においては、第六十七条第一項第二号中「第三十八条第一項第二号（第四十一条
第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。）」とあるのは「附則第三条第一項の規
定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、同条第二項中「第三十八条第一項
第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第



二号」と、第八十六条第一項第二号中「第五十二条第一項第二号（第五十五条第二項において準
用する場合を含む。次項において同じ。）」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて
適用される第五十二条第一項第二号」と、同条第二項中「第五十二条第一項第二号」とあるのは
「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」とする。

（予定保険料収納率の算定に関する経過措置）
第四条
　平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間（法第百四十八条第二項第一号に規定す
る事業運営期間をいう。次条において同じ。）に係る予定保険料収納率の算定に当たって第百四十
一条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴収に係る収納率の実績等」とある
のは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。

（補正第一号被保険者数の算定に関する経過措置）
第五条
　平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間に係る令第三十八条第五項に規定する補
正第一号被保険者数の算定に当たって第百四十二条の規定を適用する場合においては、同条中
「過去の各年度における令第三十八条第一項各号に掲げる者の数等」とあるのは、「過去の各年
度の六十五歳以上の者の所得の分布状況等」とする。

（平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置）
第六条
　平成十二年度の保険料の特別徴収について第百四十七条の規定を適用する場合においては、
同条第一号中「仮徴収（法第百四十条第一項及び第二項の規定に基づく特別徴収をいう。」とある
のは「平成十二年度の仮徴収（介護保険法施行法（以下「施行法」という。）第十六条第三項の規定
に基づく特別徴収をいう。」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成十二年度の仮徴収」と読み
替えるものとする。

（指定短期入所療養介護等に関する経過措置）
第七条
　平成十五年三月三十一日までの間における第百二十二条第五号、第百三十八条第六号及び第
八号並びに第百三十九条第五号の規定の適用については、第百二十二条第五号中「第一項各
号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで、指定居宅サービス等基準附則第四条第一項の規
定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号又は指定居
宅サービス等基準附則第四条第二項」と、第百三十八条第六号及び第百三十九条第五号中「第二
条第一項から第三項まで」とあるのは「第二条第一項、第二項、附則第二条第一項の規定により読
み替えて適用される指定介護療養型医療施設基準第二条第三項又は指定居宅サービス等基準附
則第二条第二項」と、第百三十八条第八号中「概要」とあるのは「概要（指定介護療養型医療施設
基準附則第二条第二項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備
に関する計画を含む。）」とする。

（被保険者証の様式の特例）
第八条
　厚生労働大臣が定める市町村は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、第一号被保険者及
び第二号被保険者のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行った
ものに対し、様式第一号による被保険者証に代えて、様式第九号による被保険者証を交付するこ
とができる。

附則　（平成一一年一一月四日厚生省令第九二号）

　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則　（平成一一年一二月二四日厚生省令第九七号）

　この省令は、公布の日から施行する。

附則　（平成一二年三月一四日厚生省令第二五号）

　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則　（平成一二年三月二四日厚生省令第三六号）



　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則　（平成一二年三月三一日厚生省令第八〇号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則　（平成一二年七月二八日厚生省令第一〇九号）

　この省令は、公布の日から施行する。

附則　（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）　抄

（施行期日）
１　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十
三年一月六日）から施行する。

附則　（平成一二年一二月八日厚生省令第一四一号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十
三年一月一日から施行する。

（介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
第二条
　第一条の規定による改正前の様式による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定によ
る改正後の介護保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附則　（平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

附則　（平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、医療法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四十一号）の施行の日（平
成十三年三月一日）から施行する。

（介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
第三十三条
　この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第十一条の規定による改
正後の介護保険法施行規則第十四条第三号中「療養病床」とあるのは、「療養病床若しくは医療法
等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四十一号附則第二条第三項第五号に規定する経
過的旧療養型病床群（その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。）」とす
る。

附則　（平成一三年一一月七日厚生労働省令第二一〇号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、公布の日から施行する。

附則　（平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号）

１　この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一
日）から施行する。



２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の
間、これを取り繕って使用することができる。

附則　（平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則　（平成一四年八月三〇日厚生労働省令第一一三号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則　（平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則　（平成一四年一一月一五日厚生労働省令第一四九号）

　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則　（平成一五年三月一四日厚生労働省令第二七号）

　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則　（平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三六号）

　この省令は、平成十五年九月一日から施行する。

附則　（平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四九号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年
十月一日から施行する。

附則　（平成一六年三月二九日厚生労働省令第五〇号）

（施行期日）
第一条
　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

（経過措置）
第二条
　この省令による改正後の介護保険法施行規則（以下「新規則」という。）第四十一条第二項の規
定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に申請があった要介護更新認定（介護保
険法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。）について適用し、施行日前
に申請があった要介護更新認定については、なお従前の例による。
２　新規則第五十五条第二項の規定は、施行日以後に申請があった要支援更新認定（介護保険
法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。）について適用し、施行日前に
申請があった要支援更新認定については、なお従前の例による。

附則　（平成一六年三月二九日厚生労働省令第五五号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。



附則　（平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号）　抄

（施行期日）
第一条
　この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。

様式第一号　（第二十六条関係）
様式第一号の二　（第七十九条の三関係）
様式第一号の三　（第百七十一条の二関係）
様式第二号　（第百六十五条の四関係）
様式第三号　（第百六十五条の四関係）
様式第四号　（第百六十五条の四関係）
様式第五号　（第百六十五条の四関係）
様式第六号　（第百六十五条の四関係）
様式第七号　（第百六十五条の四関係）
様式第八号　（第百六十五条の四関係）
様式第九号　（附則第八条関係） 


